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二酸化窒素

予測項目の説明

浮遊粒子状物質（SPM）とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が１０マイク
ロメートル（１マイクロメートル＝１０-6メートル）以下のものをいいます。

浮遊粒子状物質は、ボイラーや自動車の排出ガス等、燃焼時に発生するススのほか、自然
状態でも海水の飛沫や中国大陸からの黄砂によるものがあり、これらを“一次生成粒子”と呼
んでいます。このほか、窒素酸化物などのガス状の物質が、太陽光により光化学反応を起こし
て粒子物質に変化することがあり、これを“二次生成粒子”と呼んでいます。

浮遊粒子状物質

１０マイクロメートル

窒素酸化物は、物が高温・高圧で燃えるときに発生する窒素（N２）と酸素（O２）の化合物で、
窒素原子と酸素原子が１つずつ結びついた一酸化窒素（ＮＯ）と、窒素原子１つに酸素原子２
つが結びついた二酸化窒素（ＮＯ２）の形で存在しています。

窒素酸化物は、工場、自動車、家庭など、さまざまな場所で発生します。 これらの発生源か
らは、大部分が一酸化窒素として排出されますが、大気中の酸素と反応し、二酸化窒素になり
ます。

※１：大気中の硫黄酸化物や窒素酸化物が溶け込んでいて酸性度の強い雨。
動植物等に被害を与えるもの。

※２：太陽からの紫外線などによる光化学反応で、大気中のオキシダントなどの
濃度が高まって発生するスモッグ。人体や動植物に有害である。

窒素酸化物の拡散時の例（夏季）

窒素酸化物の滞留時の例（冬季）

浮遊粒子状物質の大きさの比較

浮遊粒子状物質のでき方例（夏季）

浮遊粒子状物質のでき方例（冬季）
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【参考】清滝生駒道路 騒音予測・評価について
（下田原地区 遮音壁設置箇所）

令和5年7月9日鹿ノ台小学校区
事業説明会回答資料

環境保全対策箇所
下⽥原地区
No.219

この資料作成にあたっては現在管理者等と協議中であり、今後の協議
結果により、本資料（構造等）は変更になる場合があります。

生駒区間においては、環境基準を満たしていることから遮音壁は設置しませんが、大阪府域の清滝区間では一部環境基準を超過した箇所について
環境保全対策として遮音壁を設け、環境基準を満たすようにしています。
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【参考】清滝生駒道路 騒音予測・評価について
（下田原地区 遮音壁設置箇所）

令和5年7月9日鹿ノ台小学校区
事業説明会回答資料

環境保全対策として遮音壁の設置を検討

遮音壁を設けることで、環境保全目標を満たしている。

本線上り側 高さ2.5m 延長150m
オンランプ 高さ3.0m 延長222m

環境保全対策箇所 下⽥原地区No.219
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【参考】清滝生駒道路 鹿畑地区 騒音、振動予測・評価について

騒音・振動の大きさの例

令和5年7月9日鹿ノ台小学校区
事業説明会回答資料

出典：生駒市 環境白書 令和4年度版 生駒市の環境_3 騒音・振動
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【参考】清滝生駒道路 鹿畑地区 騒音評価について 令和5年7月9日鹿ノ台小学校区
事業説明会回答資料

出典：環境省

清滝生駒道路 鹿畑地区 鹿畑町高架橋付近において

※背後地には対象地域の用途地域に応じてB地域及びC地域の基準値を適用しています。

B地域：第一種住居地域 、 C地域：商業地域

※官民境界には幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値を適用しています。

生駒市が当てはめる地域、鹿ノ台地区の騒音に係る環境基準

騒音に係る環境基準について

適用基準値

適用基準値

出典：生駒市 環境白書 令和4年度版
生駒市の環境_3 騒音・振動 5




